
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間住宅耐震対策支援事業の手続きの流れ（耐震改修工事等） 

申請者（住宅所有者） 綾川町 

問合せ・事前相談 

※耐震改修工事費の補助金申請するためには、事前

に耐震診断済みで、診断結果が「倒壊する危険性が

高い」又は「倒壊する危険性がある」と判定されて

いることが条件となります。 

実施設計の開始・改修工事費の見積書徴収、など 

補助金の交付申請 

※この時点で、まだ工事契約はしないこと 

交付決定 

補助金の支給 

完了実績報告書の提出 

工事完了 

工事着手 

工事請負契約 

補助金の請求 

補助金額の確定 

◆所定の申請書に、必要な書類 

を添付し提出 

①住宅の所有者や建築年を証明 

 できる書類 

②各種設計図 

③耐震改修費用の見積書の写し 

④補強計画計算書 

⑤耐震診断報告書 

⑤住民票 

⑦町税の滞納がない証明 など 

・建築時期など要件を確認 
・今後の手続等説明 

◆工事完了後 20日以内に必要 

な書類を添付し提出 

①工事請負契約書の写し 

②領収書の写し 

③耐震改修工事結果報告書 

④工事施工写真 

（改修前後がわかる写真） など 

（審査後） 

受理 

受理 

受理 

中間検査実施 

（審査後） 


